
「高次脳機能障がい」をご存じですか？

脳は外から入ってくる、色々な刺激を、言葉や動きに換えたり、学習し
たり、覚えたり（記憶）します。
さらに、覚えた知識や経験から、どう行動するのか判断します。また、

「喜ぶ、泣く、笑う、こうしたい」といった意思や感情をつかさどっています。
このような、高度な脳の機能を「高次脳機能」といいます。「高次脳機

能障がい」は、病気や事故で、脳が傷ついたり、損傷することで、脳の情
報処理がうまくいかない状態を言います。

脳の機能（高次脳機能）

知覚、言語、記憶、思考
学習、判断、感情、行為

【原 因】
・脳の外傷 （交通事故や転倒・転落、スポーツ中による脳の外傷など）
・脳の炎症や低酸素脳症 （脳炎、窒息や心停止による低酸素脳症、脳腫瘍など）
・脳血管の破れや、詰まったりすること （脳出血、くも膜下出血、脳梗塞など）
【症 状】
脳は複雑な働きがあり、病気やケガで受けた脳の損傷場所で、症状は異なります。主

にみられる症状は「注意障害」、「記憶障害」、「遂行機能障害」、「社会的行動障害」、
「病識欠如」、「失行、失認、失語」などがあり、日常生活や社会生活で支障を来たすも
のを「高次脳機能障がい」と言います。

注意障害 ぼんやりして何かをするとミスが多い。 いくつかの事を同時にすると混乱する。

記憶障害 物の置き場所を忘れる。 新しい事を覚えられない。 予定が覚えられない。

遂行機能障害
物事の優先順位や段取りがつけられない。 人に指示してもらわないと何もで
きない。ひとつのことから他の事へ切り替えができない

社会的行動障害
思うようにならないと大声を出したり、暴力を振るったり、暴言を吐いたりするこ
とがある。
感情のコントロールがうまくいかない。 精神的に不安定になりやすい。

病識欠如 自分が障がいをもっている事に対する認識ができない。

失行、失認、失語

失行（麻痺が無いのに道具が使えない）
失認（目は見えるが、物や形の理解ができない、空間の片側半分が認識でき
ない）
失語（言葉が出ない、言葉の理解ができない）

【静岡市 高次脳機能障がい支援リーフレット】(第1版 2022)
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高次脳機能障がいの診断あり

65歳以上 40～64歳 脳血管疾患 40～64歳脳血管疾患以外
40歳未満

就労したい
（復職・新規就労）

介護保険サービスを
利用したい

障害福祉サービス
を利用したい

介護保険サービスと障
害福祉サービスは

両方の申請・利用も可能
（重複するサービスは
介護保険優先）

就労に関する相談窓口へ
（連絡先はP３のいずれかへ）
・ハローワーク静岡
・ハローワーク清水
・静岡障害者職業センター

障害福祉担当窓口へ
（連絡先はP4の各区
障害者支援課へ）

介護保険担当窓口へ
（連絡先はP4の各区
高齢介護課へ）

要介護（要支援）認定
の申請

障害福祉サービスの
利用申請

障害福祉サービス（障害者総合支援法）

介護保険サービス（介護保険法）

・介護等のサービス（例：居宅介護、短期入所）
・自立した生活を送るためのサービス（例：自立訓練、自立生活援助）
・日中に活動する場所（例：地域活動支援センター）
・就労のための支援（例：就労移行支援、就労継続支援） 等

・自宅で利用するサービス（例：訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、
福祉用具の貸与、特定福祉用具の購入、住宅改修）
・通って利用するサービス（例：通所介護、通所リハビリテーション）
・施設への入所（例：介護老人福祉施設、介護老人保健施設）

※ 原則として介護保険が優先、介護保険にないサービスは障害福祉サービスの利用が可能
（ただし、40歳～64歳の生活保護受給者は障害福祉サービス優先）

相談先フローチャート

※

※

認定された場合

介護保険サービスや障害福祉
サービスを利用したい
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〇医療等総合相談（予約制・無料）

静岡県中部健康福祉センター TEL (054)６４４-９２８１ 奇数月に１回開催 要予約

〇高次脳機能障がい支援拠点機関（令和４年度）

（福）明光会 サポートセンターコンパス北斗
相談受付：8:30～17:30 休日は土・日・祝日（要予約）

TEL (０５４)２７８－７８２８

リハビリテーション科医師などによる相談を行います。詳細については下記にお電話ください。

高次脳機能障がいに関する相談支援や関係機関との連絡調整を行います。

〇当事者団体

同じ障がいをもつ方やそのご家族の集まりです。悩みを語り合ったり、互いに励まし、助
け合うところです。障害の正しい理解や福祉制度を学ぶための活動、社会に対して障害
の理解を求める働きかけもおこなっています。困り事があれば下記にご相談下さい。

県全域 滝川方
TEL (054)622-7405 NPO法人高次脳機能障害サポートネットしずおか

ホームページhttps://kazu549.wixsite.com/website
脳外傷友の会「しずおか」
（ホームページ）https://www.tomonokaisizuoka.net/

県全域 小関方

TEL(0537)24-0608

〇就労に関する相談窓口

ハローワーク静岡
ハローワーク清水
静岡障害者職業センター

TEL(０５４)２３８－８６０３
TEL (０５４)３５１－８６０６
TEL (０５４)６５２－３３２２

就労・復職したい、自分にあった働き方を相談したい、就労に向けて支援を受けたい、障
がい者雇用について知りたいなど就労についてご相談ください。

NPO法人高次脳機能障害サポートネットしずおか・脳外傷友の会「しずおか」

静岡市 精神保健福祉課
静岡市 地域リハビリテーション推進センター

TEL (０５４)２４９－３１７４
TEL (０５４)２４９－３１８２

〇その他、高次脳機能障がいに関する情報提供や問合せ

〇地域包括支援センター
主に高齢者の皆さんの身近な相談窓口

静岡市健康長寿のまち専用ウェブページ

まるけあ
https://marucare.net

まるけあ 静岡市

検索

〇障害者相談支援事業 障がいのある方の相談窓口

 

３

区 主な障害種別 相談窓口 電話

身体 障害者生活支援センター城東 (０５４)２４９－３２２２

知的 サポートセンターコンパス北斗 (054)278－７８２８

精神 静岡市支援センターなごやか (054)２４９－３１８９

身体 ひまわり事業団ピアサポート (０５４)287－５５８８

知的
静岡済生会療育センター令和

地域支援・相談室「やさしい街に」
(０５４)２８５－０７８９

精神 静岡市支援センターみらい (０５４)２８５－８８７０

身体 清水障害者サポートセンターそら (０５４)366－７７８１

知的 障害者相談支援センターわだつみ (０５４)３３５－１０３１

精神 相談支援事業所　はーとぱる (０５４)３３７－１７４６

市内全域 重度心身障害 アグネス静岡 (０５４)249－２８３３

葵区

駿河区

清水区

静岡市ホームページ 高次脳機能障がいの支援について 静岡市 高次脳 検索

〇静岡市の高次脳機能障がい者支援に関する情報

http://#


障がいの相談など個々の条件により利用できる制度が異なるため、詳しく知りたい場合には各種
サービスの窓口、関係機関、病院の相談室、医療ソーシャルワーカーなどにお尋ねください。

〇障害福祉サービス（各区障害者支援課）
種類 内容 窓口

障害者手帳

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を
取得することで、税金や公共料金等の優遇などが受けられ
ます。（高次脳機能障がいの診断名で精神障害者保健福
祉手帳を取得できる場合があります。）

各区障害者支援課 支援係
葵区 (054)221-1589
駿河区 (054)287-8690
清水区 (054)354-2168
蒲原出張所

(054)385-7790
障害者総合支援法に
よるサービス

自立支援給付（就労や自立生活に向けた訓練サービス・
ホームヘルプ・短期入所・身体障がいの補装具購入に係る
費用支給など）や地域生活支援事業（日中活動場所の提
供・権利擁護支援など）が受けられます。

〇介護保険サービス（各区高齢介護課）
種類 内容 窓口

介護保険法によ
るサービス

原則65歳以上で、介護や支援が必要と認定された場合に利
用できます（通所介護、訪問介護、施設入所など）。40歳から
64歳の方でも特定疾病（脳血管疾患など16疾病）と診断を
受け、認定された場合に利用できます。

各区高齢介護課
葵区 (054)221-1180
駿河区 (054)287-8679
清水区 (054)354-2110
蒲原出張所 (054)385-7790

〇医療費に関すること
種類 内容 窓口

高額療養費

月ごと、保険診療における医療費
が自己負担限度額を超えた場合、
超えた分の金額を高額療養費とし
て支給する制度です。

静岡市国保、後期高齢者医療の被保険者の方
各区保険年金課 保険第１・第２係
葵区 (054)221-1070 駿河区 (054)287-8621
清水区 (054)354-2141 蒲原支所 (054)385-7780

会社の健康保険組合（会社の健康保険等の被保険者、被扶養者の方）
国民健康保険組合（食品国保、医師国保など）

自立支援医療
（精神通院）

精神疾患（てんかんを含む）の治
療のため、継続的に通院医療が必
要な場合に、通院の自己負担が減
額されます。

各区障害者支援課 給付係
葵区 (054)221-1589       駿河区 (054)287-8690
清水区 (054)354-2168 蒲原出張所 (054)385-7790

〇休業補償・年金・賠償制度
種類 内容 窓口

傷病手当金
被保険者が病気やけがのために働くことができ
ず、会社を休んだ日が連続して３日間あったうえ
で、４日目以降休んだ日に対して支給されます。

加入している健康保険の窓口へ
会社の健康保険組合 あるいは
全国健康保険協会 静岡支部 (054)275-6601

障害基礎
年金
(国民年金）

障害程度に応じて、障害基礎年金が支給されま
す。（初診日が国民年金加入期間もしくは20歳
前又は60歳以上65歳未満で年金に加入してい
ない期間の方が対象）

各区保険年金課 国民年金係
葵区 (054)221-1065 駿河区 (054)287-8624
清水区 (054)354-2134
静岡年金事務所 (054)203-3707
清水年金事務所 (054)353-2233
街角の年金相談センター静岡 (054)288-1611

障害厚生年
金
（共済年金
を含む）

障害程度に応じて、障害基礎年金+障害厚生年
金が支給されます。（初診日において厚生年金
（共済）加入者が対象）

静岡年金事務所 (電話番号は上記参照)
清水年金事務所 ( 〃 ）
街角の年金相談センター静岡（ 〃 ）
（共済については各共済組合）

労働者災害
補償保険

業務中の事故及び通勤途上の事故等には労災
が適用される可能性があります。

会社の労務担当者 あるいは
静岡労働基準監督署 (054)252-8108

自動車保険
自賠責保険による保障・任意保険による保障が
あります。

各保険会社

どんな支援やサービスがあるの？
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① 解説用紙

≪   高次脳機能の状態チェックシート  ≫

【高次脳機能の状態チェックシートについて】

　脳損傷の既往がある方で、退院後の生活で問題が生じているものの、支援を適切に受けら
れないケースがあります。
　このような事から、 各機関の窓口等で支援対象者を見過ごさないための「高次脳機能の状
態チェックシート」を作成いたしました。
　何らかの「脳損傷の既往」がある方で、入院中や退院後の生活、職場復帰等で相談にこら

れた際このチェックシートを支援に繋げる、「補助手段の一つ」としてご活用いただけ
ればと思います。

【.チェックシートの利用方法】
〇以下のような場合にご活用下さい
・過去に何らかの「脳損傷の既往」があり、高次脳機能障がいが疑われる場合
・障がい状態を聴き取る場合（高次脳機能障がいの疑いがある場合）
・本人と支援者・家族が記載し、障がい認識の違いを確認する場合

【チェックシートの記載方法】

①支援を行っている、医療、福祉、介護等の支援者、家族が、本人の現在の生活の状況に基
   づいて記入して下さい。
②質問項目ごとに、３段階で、あてはまる回答欄「□」にチェックをつけて下さい。
 　・3段階の回答欄 　全く無い、 　 時々ある 、 　よくある
　※該当しない項目は、飛ばして下さい。

【結果について】
　高次脳機能障がいは、症状の表れ方が非常に多彩で、障がいの程度は判断が難しいため、
チェックシートのみで障がいのレベルを判断できません。
　このため、本人の障がいの特徴や、本人と家族・支援者の障がい認識の違いを確認するた

めの、補助手段の一つとして使用して下さい。

【高次脳機能障がいが疑われる場合】
　病歴で「はい」とお答えの方で、質問項目の「時々ある」や「よくある」が多く表れてい
る場合は、高次脳機能障がいが疑われます。
　医学的診断（画像診断、神経心理学的評価等）が必要となりますので、診断や評価につい
てのお問合せは、最寄りの医療機関や相談支援機関までご相談さい。

【情報提供の同意について】
　このチェックシートの結果について、関係機関へ情報提供されることに同意します。
●日時：（　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　　日　　）
●氏名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【編集・発行・問合せ先】
地域リハビリテーション推進研修会　高次脳機能障がい部会ワーキングチーム
（事務局）静岡市地域リハビリテーション推進センター　ＴＥＬ 054‐249‐3182
　　　　　静岡市精神保健福祉課　ＴＥＬ 054‐249‐3179

【第1版】　平成２９年12月1日



全く無い 時々ある よくある

1 数分前のことを忘れる □ □ □
2 数日前のことを忘れる □ □ □
3 昔のことは覚えているが、新しいことが覚えられない □ □ □
4 他の事に注意が向くと、何をしていたかを忘れる □ □ □
5 普段の日課を思い出せない □ □ □
6 何度も同じ話をしたり、同じことを繰り返し質問する □ □ □
7 作業などで手順が覚えられない □ □ □
8 物の置忘れが多い □ □ □
9 複数の事を同時にできない □ □ □

10 回りの音や声に注意が散り易く、物事に集中して取組めない □ □ □
11 同じミスを繰り返す □ □ □
12 落ち着きが無い □ □ □
13 回りの状況を判断せず、行動してしまう □ □ □
14 ひとつのことから他のことへ切り替えができない □ □ □
15 いったん思い込むとなかなか修正できない □ □ □
16 決まった日課にそって行動できるが、変更には対応ができない □ □ □
17 物事の優先順位や段取りがつけられない □ □ □
18 人に指示してもらわないと何もできない □ □ □
19 思うようにならないと大声をだしたり、暴力や暴言がある □ □ □
20 感情のコントロールがうまくいかない □ □ □
21 場違いな言動をとったり、状況に適した行動が取れない □ □ □
22 周りの人となじめない □ □ □
23 自分からは何もしようとしない □ □ □
24 精神的に不安定になりやすい □ □ □
25 なかなか言葉が思い出せなかったり、言い間違いをする □ □ □
26 書くことや読むことが難しい □ □ □
27 見えているのにそれが何という名前か分からない □ □ □
28 見えているのに何に使うか分らない □ □ □
29 知っている人の顔が見分けられない □ □ □
30 今まで使っていた物の使い方が分からなくなってしまう □ □ □
31 麻痺した側の手足がないかのようにふるまう □ □ □

易疲労性 32 すぐに疲労感を訴える □ □ □
33 自分が障害をもっていることに対する認識がうまくできない □ □ □
34 話を自分の都合のいいように解釈する □ □ □
35 危険な事を行っても、自分では安全だと思っている □ □ □

見当識 36 今日の日付け、今いる場所がわからない □ □ □
37 左側又は右側にある物に気付かずに、ぶつかる □ □ □
38 食事の際に左側又は右側の品物だけ食べ残す □ □ □

空間認知

記憶力

注意力

遂行機能

社会的行
動

その他
（失語、
失行、失

認）

病識

記入者

≪１．病歴について≫
① 脳損傷の既往がありますか。 （ 　はい　・　 いいえ　 ）
② 脳損傷の種類は （ 脳外傷、脳卒中、脳炎、その他、　　　 　　　　   　 ）
≪２．下記の質問項目について、回答欄のあてはまる箇所にチェックして下さい≫

障害像 No 質問項目
回答欄

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　                  　　生年月日　　　年　　　月　　　日

    ≪　高次脳機能の状態チェックシート ≫　   ②質問用紙


